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�
松
前
町
特
別
職
の
職
員
で

非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及

び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例要
旨

　

非
常
勤
の
特
別
職
と
し

て
新
た
に
技
術
参
与
を
設

置
し
た
こ
と
、
及
び
放
課

後
児
童
支
援
員
の
報
酬
月

額
を
増
額
す
る
た
め
、
所

要
の
改
正
を
行
う
も
の
で

あ
る
。

問　

10
月
１
日
か
ら
技
術
参

与
を
選
任
し
て
い
る
が
、

い
つ
頃
決
め
た
の
か
参
与

設
置
規
則
や
要
領
な
ど
は

あ
る
の
か
。

　
　
　
　
　
　
（
田
中
議
員
）

答　

停
滞
し
て
い
る
都
市
計

画
事
業
等
を
進
め
、速
や

か
な
進
捗
を
図
る
た
め

急
き
ょ
依
頼
し
た
も
の

で
あ
る
。
任
命
は
、
地
方

公
務
員
法
第
３
条
に
基　
　
　
　
　
　
　
　

づ
き
町
長
が
任
命
し
た
も

の
で
、条
例
の
根
拠
は
地

方
自
治
法
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。

問　

技
術
参
与
を
設
置
し
た

こ
と
に
よ
り
、
今
後
、
土

木
上
級
職
の
採
用
は
し
な

い
の
か
。

　
　
　
　
　
　
（
田
中
議
員
）

答　

土
木
職
、一
般
職
も
含

め
、そ
の
時
の
状
況
に
応

じ
採
用
を
検
討
し
て
い

る
。
技
術
参
与
の
雇
用
は

３
月
ま
で
の
任
用
で
あ
る

が
、事
業
の
進
捗
状
況
か

ら
次
年
度
以
降
も
必
要
で

あ
れ
ば
お
願
い
す
る
。

意
見 

今
後
、若
手
土
木
職

員
の
育
成
が
大
事
だ
と
思

う
。
報
酬
を
払
う
以
上
は
、

し
っ
か
り
成
果
目
標
を
定

め
、
目
標
管
理
シ
ー
ト
等

に
よ
り
、
成
果
を
求
め
ら

れ
る
よ
う
な
管
理
を
検
討

し
て
ほ
し
い
。

　
　
　
　
　
（
田
中
議
員
）

問　

資
格
の
有
無
は
。

　
　
　
　
　
　
（
金
澤
議
員
）

答　

国
家
資
格
は
持
っ
て
い

な
い
が
、豊
富
な
経
験
と

都
市
計
画
に
関
係
す
る
知

識
・
能
力
を
有
し
て
い
る
。

問　

①
報
酬
金
額
の
根
拠
は
。

　

②
条
例
の
１
日
３
４
２
０

　

０
円
以
内
の
範
囲
が
あ
る

が
、そ
の
他
の
項
目
と
し

な
か
っ
た
理
由
は
何
か
。

　
　
　
　
　
　
（
田
中
議
員
）

答　

①
今
ま
で
の
経
験
と
町

職
員
の
育
成
と
知
識
・
助

言
を
も
ら
う
た
め
、総
務

課
に
配
置
し
て
い
る
行
政

支
援
員
に
準
じ
、技
術
参

与
と
い
う
項
目
で
明
確
に

し
た
。

　

②
そ
の
他
の
項
目
の

３
４
２
０
０
円
以
内
で
の

支
払
い
は
、急
き
ょ
委
員

会
等
に
参
加
す
る
場
合
な

ど
に
委
員
に
な
っ
て
い
た

だ
く
場
合
に
適
用
す
る
も

の
で
あ
り
、継
続
的
に
必

要
と
な
れ
ば
項
目
を
追
加

し
、職
務
を
明
確
に
し
た
。

　

今
回
は
本
人
と
の
協
議
に

よ
り
週
３
日
の
勤
務
で
、

行
政
支
援
員
の
月
額
を
出

勤
日
数
で
積
算
し
た
報
酬

月
額
と
な
っ
た
。
積
算
は
、

あ
く
ま
で
も
今
回
の
技
術

参
与
に
つ
い
て
で
あ
る
。

意
見 

今
回
は
緊
急
性
が

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

早
め
に
議
会
に
対
し
て
報

告
を
お
願
い
し
た
い
。

　
　
　
　
　
（
村
井
議
員
）

　
　
　
（
全
員
一
致
で
可
決
）

放
課
後
児
童
支
援
員
報
酬
の

改
定
に
つ
い
て

★
放
課
後
児
童
支
援
員
は
資

格
職（
教
員
免
許
、
保
育
士
、

社
会
福
祉
士
な
ど
の
資
格
が

必
要
）で
あ
り
、
平
成
32
年

度
か
ら
は
小
学
生
の
受
け
入

れ
対
象
学
年
が
、小
学
３
年

生
か
ら
６
年
生
へ
と
拡
大
さ

れ
、勤
務
状
況
も
大
き
く
変

化
す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か

ら
、同
じ
く
資
格
を
持
つ
保

育
士
と
の
均
衡
を
図
る
点
か

ら
も
月
額
報
酬
を
増
額
す

る
。改

正
案

支
援
員
が
資
格
職
で
あ
る

こ
と
を
考
慮
し
て
、現
在
の

報
酬
月
額
を
松
前
町
の
臨
時

保
育
士
賃
金
の
時
給
１
１
０

７
円
と
同
額
に
改
正
を
行
う

も
の
。
月
額
報
酬
に
換
算
す

る
と
、１
１
６
２
０
０
円
と

な
る
。

報
酬（
月
額
）

　
　
　

８
７
４
０
０
円

　
　
　
　
　

↓

　
　

１
１
６
２
０
０
円

　
　
　
（
全
員
一
致
で
可
決
）

請
願
第
１
号
継
続
審
査

日
本
政
府
が「
核
兵
器
禁

止
条
約
」
に
署
名
・
批
准

す
る
こ
と
を
求
め
る
意
見

書
の
提
出
に
つ
い
て

◎
請
願
者　

2018
年
原
水
爆
禁
止
国
民
平

和
大
行
進
四
国
コ
ー
ス
愛

媛
県
実
行
委
員
会

実
行
委
員
長　

今
井
正
夫

◎
紹
介
議
員　

金
澤　

浩

要
旨

　

広
島
・
長
崎
の
原
爆
被
爆

か
ら
73
年
目
に
な
る
。

　

こ
の
地
球
上
か
ら
核
兵

器
を
な
く
す
こ
と
は
、
原

爆
被
害
者
の
悲
願
で
あ
り
、

「
非
核
三
原
則
」
を
国
是
と

す
る
核
兵
器
反
対
の
わ
が

国
の
政
策
と
も
一
致
す
る

も
の
で
あ
る
。

　

昨
年
7
月
、
国
連
で
122

カ
国
の
賛
成
を
得
て「
核

兵
器
禁
止
条
約
」
が
採
択

さ
れ
た
。

　

日
本
政
府
は「
目
標
は
同

じ
で
も
手
段
が
違
う
」
と

し
て
、
こ
の
条
約
に
反
対

を
表
明
し
て
い
る
が
、
今

こ
そ
日
本
は
、唯
一
の
戦
争

被
爆
国
と
し
て
地
球
上
の

核
兵
器
廃
絶
に
向
け
、
国

総

務

産
業
建
設
技
術
参
与
の
設
置
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
行
政
事
業
の
効
果
を
注
視
！


